
（平成２５年１１月７日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認中部地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 14 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 8 件



中部（愛知）厚生年金 事案 8085 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 36年７月 15日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月 15日から同年９月１日まで 

私は、昭和 30 年６月にＢ社（現在は、Ｃ社）に入社して以来、途中会社

組織の変更はあったが、51 年 12 月に退社するまで継続して勤務しており、

厚生年金保険の記録が無い期間があることに納得できないので、厚生年金保

険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人がＢ社及びグ

ループ会社であるＡ社に継続して勤務し（Ｂ社からＡ社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

なお、異動日については、申立期間において、申立人と同様にＢ社からＡ社

に異動した同僚について、同社を合併したＢ社の後継会社であるＣ社は、「昭

和36年７月14日までＢ社で勤務していた。」と回答していることから、昭和36

年７月15日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の昭和36年９月の記録から、２万2,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ｃ社の事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周



辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



中部（愛知）厚生年金 事案 8086 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間①のうち、平成 15年３月から 18年８月までの期間に

ついて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月

額に係る記録を、15 年３月から 16 年 11 月までは 26 万円、同年 12 月から

17 年７月までは 30 万円、同年８月から同年 11 月までは 32 万円、同年 12

月は 34万円、18年１月から同年８月までは 30万円に訂正する必要がある。 

また、申立人の、申立期間①のうち、平成 18年９月から 19年３月までの

期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、32 万円とされてい

るところ、当該額は厚生年金保険法第 75条本文の規定に該当することから、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、訂正前の９万 8,000円とされて

いるが、申立人は、その主張する標準報酬月額（30 万円）に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例

等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間の

標準報酬月額に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立期間①のうち、平成 15年３月から 19年３月までの

期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

２ 申立人の申立期間②及び③に係る標準賞与額の記録については、申立期間

②は 4,000円、申立期間③は１万 6,000円に訂正する必要がある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

 住 所 ：  

   

   

   

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年２月から 19年３月まで 

          ② 平成 15年７月 25日 

          ③ 平成 15年 12月 25日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤務していた時の標準報酬月額の記録が当時支給

された給与より著しく低い額になっている。 

また、平成 15年分について、賞与を支給され、賞与から厚生年金保険料

が控除されていたはずだが記録が無い。 

   

   



申立期間について、標準報酬月額及び標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、平成 15年 12月から 18年８月までの期間について、

申立人から提出された給与明細書及び課税庁から提出された平成 17 年度か

ら 19 年度までの課税資料により、申立人は、当該期間において、その主張

する標準報酬月額（15年 12月から 16年 11月までは 26万円、同年 12月か

ら 17 年７月までは 30 万円、同年８月から同年 11 月までは 32 万円、同年

12月は 34万円、18年１月から同年８月までは 30万円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①のうち、平成 15年５月から同年 11月までの期間につい

て、Ｃ金融機関から提出された「お取引明細表」及び複数の同僚から提出さ

れた給与明細書から、申立人は、当該期間において、標準報酬月額（26 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

推認できる。 

さらに、申立期間①のうち、平成 15 年３月及び同年４月について、雇用

保険の記録により、資格取得時の賃金が 26 万円であることが確認できるこ

と、及び申立人と同時期にＡ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得した同

僚二人から提出された給与明細書から、申立人は、当該期間において、標準

報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが推認できる。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①のうち、平成 15 年３月から 18

年８月までの期間の保険料を納付する義務を履行したか否かについては、Ｂ

社から回答は得られないが、給与明細書等により確認又は推認できる保険料

控除額に見合う標準報酬月額と、オンライン記録の標準報酬月額が、長期間

にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細書等により確認又は

推認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社

会保険事務所（当時）は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①のうち、平成 18年９月から 19年３月までの期間について、オ

ンライン記録によると、申立人の当該期間の標準報酬月額は、当初、９万 8，

000円と記録されていたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の 21年５月 11日付けで 32万円に訂正されたところ、厚生年金保

険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、

当該訂正後の標準報酬月額（32 万円）ではなく、当初記録されていた標準

報酬月額（９万 8，000円）となっている。 

しかしながら、課税庁から提出された平成 19年度及び 20年度の課税資料

により、当該期間について、その主張する標準報酬月額（30 万円）に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 



なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ｂ社から回答は得られないが、当該保険料を徴収する権

利が時効により消滅した後に事業主が訂正の届出を行っていることから、社

会保険事務所は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 15 年２月について、申立人は、当該期間

に係る給与明細書を所持しておらず、前記「お取引明細表」においても、当

該期間に係る給与の振込額を確認できない上、上記のとおり、Ｂ社から回答

が得られないことから、当該期間における申立人の保険料控除について確認

することができない。 

このほか、当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間②及び③について、前記「お取引明細表」及び複数の同僚から提

出された賞与明細書により、申立人は、当該期間において、５万円及び 21

万 1,000円の標準賞与額に見合う賞与を支給され、4,000円及び１万 6,000

円の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが推認できる。 

ただし、特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準賞与額については、前記「お取引明細表」及

び同僚の賞与明細書において推認できる保険料控除額から申立期間②は

4,000円、申立期間③は１万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②及び③の保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、上記のとおり、Ｂ社から回答が得られず、ほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否かに

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行った

とは認められない。 



中部（愛知）厚生年金 事案 8087 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ法人における資格喪失日に係る記録

を平成 21年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 21年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ法人に平成 21年３月末まで勤務したが、申立期間の厚生年金保険の記

録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人から提出された賃金台帳、給与支給明細書及び雇用保険の記録により、

申立人は、平成 21年３月 31日まで同法人に継続して勤務し、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳及び給与支給明細

書において確認できる保険料控除額から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は資格喪失日を誤って届け出たと認めていることから、社会保険事務所（当

時）は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



中部（愛知）厚生年金 事案 8088 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成15年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を50万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

 住 所 ：  

   

   

   

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年９月 30日から同年 10月１日まで 

  私の厚生年金保険被保険者記録は、Ａ社から関連会社のＢ社に異動となっ

た際に１か月間の空白期間がある。調査して申立期間の記録を訂正してほし

い。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録並びにＢ社から提出された平成15年分所得税源泉徴収簿、給

与原票及び社会保険記録表により、申立人がＡ社及び関連会社であるＢ社に継

続して勤務し（平成15年10月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ社から提出された平成15年分

所得税源泉徴収簿及び給与原票の給与支給額並びに厚生年金保険料控除額か

ら50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主が申立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に誤

って提出したとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



中部（愛知）厚生年金 事案 8089 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、申立期間①は 22 万

5,000円、申立期間②は 48万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 22年７月 13日 

          ② 平成 22年 12月 15日 

 申立期間について、Ａ法人から賞与が支給されたにもかかわらず、厚生年

金保険被保険者記録には賞与の記録が無い。調査して当該期間に係る賞与の

記録を訂正してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人から提出された賞与明細書、所得税源泉徴収簿及び申立人から提出さ

れた預金通帳の写しにより、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

ただし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額の

それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書及び所得税源泉

徴収簿から確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間①は22万5,000円、

申立期間②は48万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が「賞与の届出を忘れていた。」と回答していることから、年金事務所は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



中部（愛知）厚生年金 事案 8090 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所Ｂ支所における資格取得日は昭和20年12月21日、資格喪失

日は25年９月24日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年 12月 21日から 25年９月 24日まで 

  年金事務所から、夫の新たな年金記録が判明したが、国(厚生労働省)の記

録では、Ａ事業所Ｂ支所の資格取得日が昭和20年12月21日と記録されている

ものの、資格喪失日の記録が不明との回答をもらった。家の中を探したら、

25年９月23日まで勤務していたことが確認できる書類が出てきたので、年金

記録の訂正をしてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所Ｂ支所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人の厚

生年金保険被保険者台帳において、昭和20年12月21日に厚生年金保険の資格を

取得している記録から24年１月１日に随時改定が行われた記録までが確認で

きるものの、資格喪失に係る記載が無い。 

しかしながら、申立人から提出されたＣ事業所に係る辞令により、申立人は

同事業所に昭和25年９月23日まで勤務していたことが認められる。 

また、Ｃ事業所の資料により、Ａ事業所Ｂ支所は、昭和23年２月20日に廃止

され、同日に発足したＣ事業所Ｄ支所に業務を継承していることが確認できる

ところ、申立期間において同事業所Ｄ支所としては厚生年金保険の適用事業所

となっていないものの、Ａ事業所Ｂ支所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿における複数の者について同事業所廃止後の日付で随時改定の記録が確

認できることから判断すると、申立期間において、Ｃ事業所Ｄ支所の従業員は



Ａ事業所Ｂ支所において被保険者となっていたことがうかがえる。 

さらに、当該健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和24年１月１

日に随時改定が行われた被保険者が多数確認できるところ、これらの者につい

ては、いずれも資格喪失日の記載が無く、日本年金機構はこれらの理由につい

て資料が無く不明と回答しており、社会保険事務所（当時）においてＡ事業所

Ｂ支所に係る被保険者の記録が適切に管理されていたとは言い難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ事業所Ｂ支所における資格取得日

は昭和20年12月21日、資格喪失日は25年９月24日であると認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法

の一部を改正する法律（昭和44年法律78号）附則第３条の規定に準じ、１万円

とすることが妥当である。 

 



中部（富山）厚生年金 事案 8091 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①は３万円、申立期間②及び③は 15

万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 58年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年８月 12日 

          ② 平成 17年 12月 16日 

          ③ 平成 18年８月 11日 

 申立期間について、賞与を支給され、厚生年金保険料を控除されていたの

で、賞与の記録を追加してほしい。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳並びに申立人から提出された預

金通帳及び預金取引明細表により、申立人は、申立期間において、その主張す

る標準賞与額（申立期間①は３万円、申立期間②及び③は 15万 5,000円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行った

とは認められない。 

 



中部（静岡）厚生年金 事案 8092 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を８万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年 12月 19日 

 申立期間について、賞与を支給され、厚生年金保険料を控除されていたの

で、賞与の記録を追加してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳により、申立人は、申立期間にお

いて、その主張する標準賞与額（８万 5,000円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行った

とは認められない。



中部（三重）厚生年金 事案 8093 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 22 年９月について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 17 万円に訂正

することが必要である。 

また、申立期間のうち、平成 22年 10月から 23年１月までの標準報酬月額

に係る記録については、17万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間のうち、平成 22年９月から 23年１月までに係る

上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

また、申立期間のうち、平成 23 年５月から同年８月までについて、標準報

酬月額の決定又は改定の基礎となる 22 年４月から同年６月までは標準報酬月

額 17 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人に支払われていたと認め

られることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 17 万円に訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

 住 所 ：  

   

   

   

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 22年９月から 23年８月まで 

 申立期間について、記録されている標準報酬月額が給料明細書の保険料控

除に見合う標準報酬月額と相違しているので、適正な記録に訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 22年９月から 23年８月までに係る年金記録の確認を求めて

いるが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特例的に、厚生年金保

険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち、申立日において保険料徴

収権が時効により消滅していた期間については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）を、

その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見

解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしてい

る。 



申立期間のうち、平成 22年９月から 23年４月までについては、本件申立日

において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であるから、厚生年金特

例法を、同年５月から同年８月までについては、本件申立日において保険料徴

収権が時効により消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、

申立期間のうち、平成 22 年９月については、Ａ社及び申立人から提出された

給料明細書により、申立人は、当該期間において、その主張する標準報酬月額

（17 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間のうち、平成 22年 10月から 23年１月までについては、上

記給料明細書により、申立人は、当該期間において、18 万円の標準報酬月額

に相当する給与を支給され、17 万円の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記給料明細書において

確認できる保険料控除額から、17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間のうち、平成 22年９月から 23年１月までに係る保

険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、実際の給与より低

い報酬月額を届け出たことを認めている上、Ａ社から提出された健康保険・厚

生年金保険被保険者標準報酬決定通知書により、事業主が当該期間の標準報酬

月額を 16 万円として届け出たことが確認できることから、年金事務所は、当

該報酬月額（17 万円）に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 23 年２月から同年４月までについては、上記

給料明細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額のそれぞれに見合

う標準報酬月額のいずれか低い方の額が、オンライン記録の標準報酬月額を超

えないと認められることから、厚生年金特例法による保険給付の対象に当たら

ないため、あっせんは行わない。 

申立期間のうち、平成 23 年５月から同年８月までに係る標準報酬月額につ

いては、オンライン記録によると、16万円と記録されている。 

しかし、上記給料明細書によると、当該期間の標準報酬月額の決定又は改定

の基礎となる平成22年４月から同年６月までは標準報酬月額17万円に相当す

る報酬月額が事業主により申立人に支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を平成 23 年５月から同年

８月までは 17万円に訂正することが必要である。 



中部（愛知）国民年金 事案 3638 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年４月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成３年３月まで 

 私が 20歳（昭和 63年＊月）になった頃、Ａ市役所で母親が当時大学生だ

った私の国民年金の任意加入手続を行い、大学を卒業する平成３年３月まで

国民年金保険料を納付してくれていた。妹に確認したところ、妹は大学生だ

った 20 歳の時に国民年金に任意加入して、卒業まで保険料は納付済みとな

っている。母親が妹の保険料を納付して、姉である私の保険料を納付しなか

ったとは思えない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入手続及び申立期間に係る国民年金保険料納付に直接

関与しておらず、これらを行ったとする母親は、申立人が 20 歳になった頃、

Ａ市役所で申立人の国民年金の任意加入手続を行い、その後は送られてくる納

付書により近隣の郵便局で定期的に保険料を納付していたとしているものの、

年金手帳の受領の有無、保険料の具体的な納付金額及び納付周期までは覚えて

いないとしており、申立期間に係る加入手続及び保険料納付状況の詳細は不明

である。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿検索システム及びオンライン記録による

と、申立人に対してこれまでに国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらないことから、申立人は申立期間において国民年金に未加入であり、未

加入者に対して納付書が作成・送付されたとは考え難く、母親は申立期間の国

民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

さらに、申立人は、「妹は、大学生だった 20歳の時に国民年金に任意加入し

て、卒業まで国民年金保険料は納付済みとなっている。母親が妹の保険料を納



付して、姉である私の保険料を納付しなかったとは思えない。」と主張してい

るものの、妹が任意加入した時期は、学生が国民年金の強制適用となる平成３

年４月１日の＊か月前であり、状況が同じとは言えない上、20 歳到達時は大

学生であったとする申立人の姉も、申立人と同様に任意加入対象者であった期

間中に国民年金加入手続が行われた形跡が無いことを考え合わせると、妹の保

険料納付記録をもって、母親が申立人の加入手続を行い、申立期間の保険料を

納付したとまでは推認することはできない。 

加えて、申立人が申立期間当時に居住していたとするＡ市及びＢ市Ｃ区にお

いても、申立人が国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していた形跡は見

当たらない。 

このほか、申立人の母親が、申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（確定申告書、家計簿等）は無く、申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



中部（愛知）国民年金 事案 3639 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年 11月から 49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 11月から 49年３月まで 

 将来に不安を感じていた私は、父親の勧めもあって、Ａ市Ｂ区への転居（昭

和 43年 11月）を契機に、同区Ｃ支所で国民年金の加入手続を行い、同支所

で国民年金保険料を毎月納付していた。保険料は、同年 11月は 230円ぐら

いで、少しずつ金額が上がっていき、49 年３月頃には 450 円又は 480 円ぐ

らいだったと思う。保険料を納付した際には、国民年金手帳に区名と日付の

入った印を押してもらっていた。その手帳は無くしてしまったため、納付を

証明できるものは何も無いが、申立期間について、保険料を納付していたこ

とを認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43年 11月にＡ市Ｂ区に転居したことを契機に同区Ｃ支所で

国民年金加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を毎月同区同支所で納付

していたと主張している。しかしながら、同市によると、当時の保険料の納付

方法は、通常は集金人（国民年金推進員）による３か月ごとの集金であり、支

所の窓口において毎月保険料を持参する方法は、何らかの理由がなければ行わ

なかったとしており、65 か月に及ぶ申立期間において例外的な納付方法が継

続して行われたとは考え難い。 

また、国民年金受付処理簿における申立人の国民年金手帳記号番号前後の任

意加入被保険者の資格取得状況及びオンライン記録によると、申立人の国民年

金手帳記号番号は、昭和 57年 11月頃に払い出されたものと推認され、申立人

に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないこと

から、申立人の国民年金加入手続は申立期間後に居住したＤ市において初めて

行われ、この加入手続の際に、同年 10月 21日（厚生年金保険被保険者資格を



喪失した日）に国民年金被保険者資格を取得する事務処理が行われたものとみ

られる。このため、申立人は、申立期間当時、国民年金に未加入であり、国民

年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

さらに、Ｄ市の国民年金被保険者名簿において、申立人が上記の加入手続時

期（昭和 57年 11月頃）に新規加入被保険者として資格を取得している記録は

確認できるものの、紙台帳検索システムにおいて、申立人が申立期間当時に居

住していたＡ市で国民年金に加入していたことがうかがえる形跡は見当たら

ない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（確定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



中部（愛知）国民年金 事案 3640 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61年４月から 62年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から 62年 12月まで 

 私たち夫婦は、時期はよく覚えていないが、テレビで国民年金保険料の未

納分を納付できると放映されたことを契機として、Ａ市Ｂ区役所の窓口に相

談に行った。その際、その時点で保険料が未納とされていた期間の納付額（一

人当たり 10 数万円）を算出してもらい、後日、夫婦二人分のその保険料納

付額に相当する金額を同窓口で納付した後、職員（相談時の担当者）にもう

未納が無いことを確認した。その中には、Ｃ市に住んでいた頃に納付できな

かった保険料も含まれており、これで年金については、未納とされていた保

険料を全て納付したものと思い安心していた。それにもかかわらず、最近届

いた年金のお知らせでは、申立期間の保険料が未納とされている。申立期間

の保険料を納付したことを示す資料は無いが、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、Ａ市Ｂ区役所の窓口で、申立期間を含め未納とされていた全

ての国民年金保険料として、一人当たり 10数万円を夫婦二人分納付したので、

国民年金被保険者期間に保険料の未納は無いはずであり、同市同区で国民年金

保険料を納付したのは１回限りで、その後、保険料を納付した記憶は無いとし

ているところ、公簿によると、申立人夫婦は昭和 63年５月 20日に同市同区に

転入していることが確認でき、オンライン記録によると、申立人夫婦が、同市

同区に転入後、保険料を納付する義務がある第１号被保険者期間は、平成７年

12月から８年７月までの期間であった。申立人夫婦は共に、７年 12月から８

年３月までの保険料は、９年４月 23 日に社会保険事務所(当時)が取り扱う過

年度保険料として、８年４月から同年７月までの保険料は９年３月 26 日に区



役所が取り扱う現年度保険料として、それぞれ遡って納付されていることが確

認できる。このことから、申立人夫婦が同市同区に相談に行ったとするのは、

区役所に現年度保険料を納付した同年３月 26 日の直前の頃であったと考えら

れる。 

また、申立人夫婦の転入時期（昭和 63年５月 20日）を基準とすると、申立

期間の国民年金保険料は過年度保険料として納付することは可能であったも

のの、Ａ市によると、区役所の窓口では過年度保険料を収納することができな

かったとしており、申立人夫婦は前述の保険料納付と申立期間の保険料納付と

を混同している可能性も否定できない上、前述の保険料納付時期（平成９年３

月及び同年４月）においては、申立期間の保険料は、既に２年の時効が成立し

ており、遡って納付することはできなかったものと考えられる。 

 さらに、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらず、Ａ市の国民年金被保険者名簿においては申立期間の国民年金保険料

が納付された形跡は無い上、申立人夫婦が申立期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）は無く、申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

  

 



中部（愛知）国民年金 事案 3641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61年４月から 62年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から 62年 12月まで 

  私たち夫婦は、時期はよく覚えていないが、テレビで国民年金保険料の未

納分を納付できると放映されたことを契機として、Ａ市Ｂ区役所の窓口に相

談に行った。その際、その時点で保険料が未納とされていた期間の納付額（一

人当たり 10 数万円）を算出してもらい、後日、夫婦二人分のその保険料納

付額に相当する金額を同窓口で納付した後、職員（相談時の担当者）にもう

未納が無いことを確認した。その中には、Ｃ市に住んでいた頃に納付できな

かった保険料も含まれており、これで年金については、未納とされていた保

険料を全て納付したものと思い安心していた。それにもかかわらず、最近届

いた年金のお知らせでは、申立期間の保険料が未納とされている。申立期間

の保険料を納付したことを示す資料は無いが、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、Ａ市Ｂ区役所の窓口で、申立期間を含め未納とされていた全

ての国民年金保険料として、一人当たり 10数万円を夫婦二人分納付したので、

国民年金被保険者期間に保険料の未納は無いはずであり、同市同区で国民年金

保険料を納付したのは１回限りで、その後、保険料を納付した記憶は無いとし

ているところ、公簿によると、申立人夫婦は昭和 63年５月 20日に同市同区に

転入していることが確認でき、オンライン記録によると、申立人夫婦が、同市

同区に転入後、保険料を納付する義務がある第１号被保険者期間は、平成７年

12月から８年７月までの期間であった。申立人夫婦は共に、７年 12月から８

年３月までの保険料は、９年４月 23 日に社会保険事務所(当時)が取り扱う過

年度保険料として、８年４月から同年７月までの保険料は９年３月 26 日に区



役所が取り扱う現年度保険料として、それぞれ遡って納付されていることが確

認できる。このことから、申立人夫婦が同市同区に相談に行ったとするのは、

区役所に現年度保険料を納付した同年３月 26 日の直前の頃であったと考えら

れる。 

また、申立人夫婦の転入時期（昭和 63年５月 20日）を基準とすると、申立

期間の国民年金保険料は過年度保険料として納付することは可能であったも

のの、Ａ市によると、区役所の窓口では過年度保険料を収納することができな

かったとしており、申立人夫婦は前述の保険料納付と申立期間の保険料納付と

を混同している可能性も否定できない上、前述の保険料納付時期（平成９年３

月及び同年４月）においては、申立期間の保険料は、既に２年の時効が成立し

ており、遡って納付することはできなかったものと考えられる。 

  さらに、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらず、Ａ市の国民年金被保険者名簿においては申立期間の国民年金保険料

が納付された形跡は無い上、申立人夫婦が申立期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）は無く、申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



中部（愛知）国民年金 事案 3642 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年５月から 44年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月から 44年３月まで 

  私が 20歳（昭和 37年＊月）になった頃、両親がＡ市で私の国民年金加入

手続を行い、その後、私が結婚する 45年 12月頃まで、母親が毎月自宅に訪

れる集金人に国民年金保険料を納付してくれていたはずなので申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入手続及び申立期間の国民年金保険料納付に直接関与

しておらず、これらを行ったとする両親は既に亡くなっていることから、申立

期間に係る加入手続及び保険料納付状況の詳細は不明である。 

また、申立人は、20歳（昭和 37年＊月）になった頃、両親が国民年金加入

手続を行い、その後、結婚する 45年 12月頃まで、母親が毎月自宅に訪れる集

金人に国民年金保険料を納付してくれていたとしているところ、国民年金手帳

記号番号払出簿及びオンライン記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号

は、44 年 11 月 11 日にＡ市で払い出されており、申立人に対して別の国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、この頃に申立人

の国民年金加入手続が行われ、この加入手続の際に、資格取得日を 37 年＊月

＊日（20 歳到達時）とする事務処理が行われたものとみられる。このため、

申立人は、申立期間当時、国民年金に未加入であり、母親が申立期間の保険料

を納付することはできなかったものとみられる。 

さらに、前述の加入手続時期（昭和 44年 11月）を基準とすると、申立期間

のうち、37年５月から 42年９月までの国民年金保険料については既に２年の

時効が成立しているため、保険料を納付することができなかったものと考えら

れるほか、同年 10月から 44年３月までの保険料については過年度保険料とし



て納付することは可能であったものの、申立人は、自身の保険料を納付してく

れていたとする母親から、遡って保険料を納付したことや、まとめて納付した

ことを聞いた覚えは無いとしていることから、母親が当該期間の保険料を過年

度保険料として納付していたとまでは推認することはできない。 

加えて、国民年金被保険者台帳及びＡ市の国民年金被保険者名簿においても、

申立期間の国民年金保険料が納付された形跡は無く、これらの記録とオンライ

ン記録は一致しており不自然な点は見受けられない。 

このほか、母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（確定申告書、家計簿等）は無く、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



中部（岐阜）国民年金 事案 3643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年５月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年５月から 61年３月まで 

 私は、婚姻し仕事を辞めた後も、ずっと国民年金に加入しており、国民年

金保険料は、夫が毎月、勤務先の金融機関で納付していた。昭和 61 年４月

から第３号被保険者になる時は、もう個人で保険料を納付しなくてもいいと

分かり、本当にうれしく思ったことを今でもはっきり覚えている。ずっと保

険料を納付してきたので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時の国民年金保険料は、夫が毎月、勤務先の金融機関

で納付していたとしており、申立人の夫も同様の証言をしているが、申立期間

当時のＡ市における保険料収納は原則として２か月単位である上、申立人に係

る同市の国民年金印紙検認状況表によると、申立期間前の昭和 55年度及び 56

年度については、それぞれ１年分の保険料を前納していることが確認できるこ

となどから、毎月保険料を納付していたとする申立人及びその夫の記憶は明確

ではなく、申立期間に係る保険料の納付状況の詳細は不明である。 

また、申立人は、ずっと国民年金に加入しており、途中でやめる手続などを

した覚えは全く無いとしているものの、ⅰ）国民年金被保険者台帳によると、

昭和 57年５月の欄には「喪失」のゴム印が押され、喪失年月日欄に「57．５．

26」と記載されていること、ⅱ）Ａ市の申立人に係る昭和 57 年度の国民年金

印紙検認状況表の異動理由欄には、「ソウシツ 57．５．26」と記載されてい

ること、ⅲ）同市の国民年金被保険者名簿には、申立人が 57年５月 26日付け

で国民年金任意加入被保険者の資格を喪失し、その後、61 年４月１日付けで

第３号被保険者資格を取得したとの記載があることが確認できることから、申



立人は、申立期間において国民年金に未加入であり、未加入期間に対して納付

書が作成・送付されたとは考え難く、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付することはできなかったものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（確定申告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 



中部（愛知）厚生年金 事案 8094 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年８月 26日から同年 12月までのうちの２か

月間 

 私は、Ａ社に２か月間勤務し、営業担当で毎月手取り 20 万円ほどの給与

があった。調査の上、勤務していた期間について、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時の職場の状況及び担当業務について詳細に記憶して

おり、その内容がＡ社の事業主の妻の証言内容とおおむね符合していることか

ら判断して、期間を特定することはできないものの、申立人が同社に勤務して

いたことはうかがえる。 

しかし、オンライン記録により、Ａ社は、平成元年１月10日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所ではなかったことが確

認できる。 

また、Ａ社は既に解散している上、事業主は死亡していることから、申立人

の申立期間における厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

さらに、前述の事業主の妻は、「私は、Ａ社が平成元年に厚生年金保険の適

用事業所になった時に厚生年金保険に加入したが、それ以前は国民年金であっ

た。」と証言している上、事業主の妻及びＡ社が適用事業所となった平成元年

１月10日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している同僚二人についても、

当該被保険者資格を取得する直前は国民年金に加入し、昭和63年12月まで国民

年金保険料を納付していることが確認できる。 

加えて、オンライン記録により、申立人は、申立期間において国民年金に加

入し、当該期間の保険料については、申請により全額免除とされていることが



確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



中部（愛知）厚生年金 事案 8095 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年８月から平成元年７月まで 

 年金記録を確認したところ、申立期間における標準報酬月額の記録が低額

となっているが、標準報酬月額が大きく変動することは無かったと思う。申

立期間の記録が低額なのは、社会保険事務所（当時）がいい加減に処理した

のが原因ではないかと思うので、実際に支給された給与額に対応する標準報

酬月額に訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成元年分の所得税の確定申告書において確認でき

る社会保険料額は、オンライン記録の標準報酬月額（昭和63年12月から平成元

年11月まで）から算出した厚生年金保険料及び健康保険料の合計額と一致する

上、申立期間に係る標準報酬月額の記録が遡及訂正されるなどの不自然な事務

処理は認められない。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間において同社の代

表取締役であったことが確認できる上、申立人自身も、｢当時、私が社会保険

の事務処理を行っていた。｣と述べているところ、申立人は賃金台帳等の資料

を保管しておらず、申立人の当該期間における報酬額及び厚生年金保険料控除

額について確認できない。 
このほか、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料



を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき記録訂正が認められ

るか否かを判断しているところであるが、厚生年金特例法第１条第１項ただし

書では、特例対象者（申立人）が、「当該事業主が厚生年金保険料納付義務を

履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に

該当すると認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない

旨規定されているところ、前述のとおり、申立人は、申立期間においてＡ社の

代表取締役として社会保険に係る事務に関与していたことを認めている。 

したがって、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を給与から控除されていたことが認められたとしても、厚

生年金特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行して

いないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当する

と認められることから、当該期間について、同法に基づく記録訂正の対象とす

ることはできない。 



中部（愛知）厚生年金 事案 8096 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和４年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年５月 20日から同年９月５日まで 

  Ａ事業所に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同事業所には平成７年５月末日まで勤務していたので、資格喪失日

を、65歳喪失である６年＊月＊日に訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ事業所が作成した人事記録において、申立人の顧問

期間が平成７年５月 31日に終了した旨記載されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ事業所は、「顧問としては平成７年５月 31 日までの契約

があったが、申立期間に係る保険料を控除したかは不明である。」と回答して

いる。 

また、Ａ事業所から提出された「退職するに当たり下記のとおり報告いたし

ます。」と書かれた資料には、申立人の退職日は平成６年５月 19 日と記載さ

れていることが確認できる。 

さらに、Ａ事業所が加入するＢ厚生年金基金及びＣ健康保険組合は、申立人

の同基金又は同組合における資格喪失日は平成６年５月 20 日と回答しており、

オンライン記録における厚生年金保険の資格喪失日と一致している。 

加えて、Ｃ健康保険組合は、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した

平成６年５月 20日から８年５月 19日までの期間については、同組合の健康保

険任意継続被保険者と記録されていると回答している。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



中部（愛知）厚生年金 事案 8097 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 

 申立期間について、賞与を支給され、厚生年金保険料を控除されていたの

で、賞与の記録を追加してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る平成 17 年の賃金台帳により、申立期間に

係る賞与は支給されておらず、厚生年金保険料も控除されていないことが確認

できる。 

また、申立人から提出された「平成 17 年分給与所得の源泉徴収票」の支払

金額から、前職分の給与総額を差し引いた金額は、上記賃金台帳の支給額合計

に一致しており、申立期間に係る賞与額が含まれていないことが確認できる。 

このほか、申立期間について、申立てどおりの標準賞与額に基づく厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 



中部（愛知）厚生年金 事案 8098（愛知厚生年金事案 438及び 6984の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月頃から 38年８月頃まで 

 私は、申立期間にＡ社に勤務していたのは間違いないので、再度審議の上、

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、複数の同僚の証言により、勤務した期間

は定かではないが、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できるものの、ⅰ）

同社は、申立期間後の昭和39年12月９日に厚生年金保険の適用事業所となって

おり、申立期間において適用事業所であった記録が確認できないこと、ⅱ）申

立人と同日に入社したとする同僚も、申立期間において同社に係る厚生年金保

険の被保険者記録が確認できないことなどにより、申立人が厚生年金保険被保

険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできないとして、既に年金記録確認愛知地方第三者委員会(当時)の決定

に基づき、平成20年10月20日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

その後、申立人から「申立期間にＡ社に勤務していたのは間違いなく、社会

保険に加入している会社を選んで就職していたので、前回の審議の結果に納得

できない。」として、再度の申立てがあったが、オンライン記録により、Ａ社

において被保険者記録が確認できる者は、全員、同社が厚生年金保険の適用事

業所となった昭和39年12月９日以降に被保険者資格を取得していることが確

認できるところ、このうち、所在が判明した複数の同僚に聴取しても、申立期

間当時の同社における厚生年金保険の取扱いについて証言が得られないこと

などから、既に年金記録確認愛知地方第三者委員会の決定に基づき、平成24

年１月12日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、今回、申立人は、「申立期間にＡ社に勤務していたことは間違

いないので調査してほしい。」と主張し、再度の申立てを行っている。 



しかし、申立人から新たな資料の提出は無く、改めてＡ社の厚生年金保険の

取扱いについて調査したが、申立期間において同社が厚生年金保険の適用事業

所であった事実は確認できない。 

このほかに、年金記録確認愛知地方第三者委員会のこれまでの決定を変更す

べき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者とし

て、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 



中部（富山）厚生年金 事案 8099 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年５月１日から同年 11月１日まで 

           ② 昭和 29年５月 20日から 30年８月１日まで 

           ③ 昭和 32年６月 20日から 34年６月 20日まで 

申立期間①及び②についてはＡ社で、申立期間③についてはＢ事業所で働

いていたが、いずれも厚生年金保険の記録が無い。 

申立期間①、②及び③について、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、Ａ社は、「当時の事業主は既に死亡しており、

また、勤務実態及び保険料控除について確認できる資料が無く不明。」と回答

している上、当該期間に同社に被保険者記録が確認できる複数の同僚は、「申

立人の勤務期間について不明。」と証言しているため、申立人の当該期間にお

ける勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

また、申立期間②について、当該期間当時、Ａ社において厚生年金保険被保

険者であった10人の同僚の厚生年金保険被保険者記録を調査したところ、８人

の同僚について申立人と同様に被保険者期間の欠落が見られ、このうち複数の

同僚は、「Ａ社に継続して勤務しており途中で辞めていない。」と証言してい

ることから、同社の事業主は、多くの従業員について一時期、厚生年金保険の

資格を喪失させていたことがうかがえる。 

申立期間③について、同僚の証言から、申立人は、期間は特定できないもの

の、Ｂ事業所に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ｂ事業所の元事業主は、申立てに係る届出及び保険料控除について

確認できる資料が無く不明としているため、申立人の当該期間における厚生年

金保険料の控除について確認できない。 

また、申立人と同日にＢ事業所において厚生年金保険被保険者資格を取得し



ている同僚は、入社後すぐには厚生年金保険への加入は無かった旨証言してい

ることから、当該期間当時、同事業所では、必ずしも入社と同時に厚生年金保

険被保険者資格を取得させる取扱いをしていなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



中部（岐阜）厚生年金 事案 8100 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月６日から同年 12月１日まで 

          ② 昭和 33年２月 17日から 38年９月１日まで 

 私は、Ａ社に昭和 31年４月６日から 38年８月 31日まで継続して勤務し

ていたが、申立期間の厚生年金保険の記録が無いので、これらの期間につい

て、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が申立期間において一緒に勤務していたとして名

前を挙げる同僚及び申立期間の全て又は一部において、Ａ社で厚生年金保険の

被保険者となっている複数の同僚は、「申立人のことは知っているが、詳細な

勤務期間は記憶に無い。」と回答している。 

また、Ａ社は、「申立期間当時の資料は保管しておらず、当時のことを知る

者もいないため、申立人について、詳細は不明である。」と回答している。 

さらに、申立期間①について、当該期間にＡ社で厚生年金保険の被保険者と

なっている複数の同僚が、雇用保険の被保険者資格の取得後に、厚生年金保険

の被保険者資格を取得したと記録されている上、昭和 31年 10月１日に厚生年

金保険の被保険者資格を取得したと記録されている同僚は、「私は学校を卒業

して、すぐ就職したので昭和 31 年３月又は同年４月には就職していた。」と

証言しており、当該期間当時、同社では、必ずしも入社と同時に厚生年金保険

の被保険者資格を取得させる取扱いを励行していなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



中部（三重）厚生年金 事案 8101 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年３月 20日から 34年 10月 20日まで 

          ② 昭和 34年 11月１日から 36年３月 20日まで 

 申立期間①及び②について、脱退手当金が支給された記録となっているが、

受け取った記憶は無いので、支給記録を取り消し、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の

支給を意味する「脱」表示が記されているとともに、申立期間①及び②に係る

脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和36年９月15日に支給決定されてい

るほか、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、同年６月 13 日

に脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から

当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立期間

①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 




